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て

ヽ

地
方
自
治
法
(
職
和
二
十
二
年
法
律
聖
ハ
十
七
号
)
舞
白
七
十
九
朱
聖
顔
の
規
定
に
よ
り
､

1

㌧

J

　

　

■

次
の
と
.

卦
女
等
駄
処
舟
を
し
私
の
で
/
'
画
法
向
条
撃
二
韻
の
湧
定
把
よ
少
･
,

こ
れ
を
本
義
会
に
報
告
し
て
東
記
を

求
や
る
｡

聯
和
五
十
掬
年
四
月
二
十
八
日

`

ヽ
■
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決

　

処

　

分

　

音

地

方

自

治

法

(

昭

和

±

十

二

壷

法

律

舞

六

十

七

号

)

　

鵜

苫

七

十

九

条

貌

7

萌

の

規

定

に

よ

ぁ

､

,

三

敏

町

税

条

軌

の

7

散

を

改

正

す

る

こ

と

に

つ

S

て

､

次

の

と

か

わ

私

鉄

処

分

を

す

る

O

＼

　

　

　

/

FZ

職
和
五
十
四
年
三
月
三
十
　
7
　
日三

　

勧

　

町

　

長

松

　

ノ

　

　

村

希

　

　

　

成
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7

_

に

　

　

　

　

　

日

ノ
三
顧
町
条
例
象
　
十
八
号

㌔

三
朝
町
税
条
例
の
一
敦
を
敷
瓦
す
る
条
例

ヽ

三
勧
町
税
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
新
町
条
例
艶
十
八
号
)
の
一
艶
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡
､

艶
二
十
四
条
簸
二
壌
中
｢
十
五
万
円
｣
を
｢
十
六
万
a
:
｣
に
改
め
る
O

舞
<
十
二
条
竺
号
イ
中
｢
六
百
五
十
円
｣
を
｢
七
百
円
｣
忙
改
め
､
同
号
口
中
｢
千
円
｣
を
｢
千
首
円
j

忙
改
め
､
同
号
ハ
中
｢
千
三
育
円
｣
を
｢
千
四
首
五
十
円
｣
綻
改
め
､
同
架
空
二
号
イ
中
｢
二
千
円
｣
を
r

二
千
二
首
円
｣
に
､
コ
事
大
首
円
｣
を
｢
二
千
八
首
五
十
円
J
.
に
∵
｢
五
千
九
首
円
｣
を
〓
ハ
千
五
百
円
｣

/

}
　
に
'
.
｢
三
千
三
百
円
｣
を
｢
三
千
大
官
五
十
円
｣
に
､
±
享
円
｣
を
｢
二
千
二
首
円
｣
に
改
め
､
阿
葛
町

1

中
｢
重
二
首
円
｣
を
｢
千
四
育
五
十
円
｣
に
'
｢
三
千
九
首
円
｣
を
｢
蛸
千
三
首
円
｣
に
改
め
'
同
蔑
撃
二

＼
号

申

｢

三

千

三

百

円

｣

を

｢

三

千

六

百

五

十

円

｣

咋

改

め

る

Q

 

i

第
九
十
条
舞
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

町
長
は
､
次
の
各
号
紅
梅
げ
る
聴
自
動
車
等
に
対
し
て
吐
､
療
自
動
車
税
を
滅
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

7
　
身
体
に
障
害
を
萌
し
歩
行
が
幽
艶
を
者
(
以
下
｢
身
体
障
害
者
｣
と
S
ぅ
O
)
又
は
楕
神
妊
障
害
を

/

㌔

肴
し
歩
行
が
困
難
を
者
(
以
下
｢
精
神
潅
轟
音
｣
と
S
ヶ
O
)
が
所
有
す
る
態
自
動
車
等
(
身
体
障
貴

著
で
年
齢
十
八
歳
末
滴
の
も
の
又
は
精
神
簿
東
署
と
生
計
を
f
 
K
す
る
者
が
所
有
す
る
盤
自
動
車
等
を
'

ヽ

～

′
･



也

含
む
.
)
　
で
､
当
隊
身
体
障
害
者
又
壮
当
款
身
体
障
音
者
若
し
-
紘
精
神
簿
翁
者
(
以
下
｢
身
体
障
害
者

＼

等
｣
と
S
う
｡
)
　
の
た
め
に
-
当
該
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
7
に
す
る
者
が
運
転
す
る
も
の
の
う
ち
､

町
長
が
必
勢
と
認
め
る
も
の
　
二
台
に
限
る
.
)

こ
　
そ
の
構
造
が
専
ら
身
体
障
尊
者
等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
軽
自
動
車
等

親
九
十
条
簸
二
項
中
,
r
前
項
｣
を
｢
商
魂
第
7
号
｣
に
改
紗
､
同
条
簸
三
東
を
同
条
象
四
攻
と
し
､
同
条

ヽ

飴

二

由

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

｡

,

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

/

.
i
)
　
雛
7
準
舞
二
号
の
観
定
に
ょ
つ
て
轟
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
肴
は
､
柄
如
限
前
七
日
ま

で
に
､
町
長
に
対
し
て
｣
当
務
餐
自
動
皐
等
を
呈
示
す
る
と
と
も
に
､
象
八
十
七
条
聖
二
韻
各
号
に
転
げ
る

事
項
及
び
当
鼓
軽
自
動
貴
等
の
棲
別
を
記
載
し
た
申
請
書
を
連
出
し
な
け
れ
ば
`
な
ら
を
S
｡

附
則
弟
十
条
中
､
｢
飴
l
韻
か
ら
飴
十
六
額
ま
で
｣
及
び
　
｢
.
翫
み
替
え
る
も
の
と
｣
を
削
る
.

＼

附
則
窮
十
一
条
の
混
出
し
及
び
附
則
簸
十
二
条
(
見
出
し
を
含
む
.
)
中
｢
晦
和
む
十
7
年
反
か
ら
的
和

五
十
三
年
度
ま
で
｣
を
｢
晦
和
五
十
凶
年
盤
か
ら
昭
和
五
十
六
年
度
ま
で
｣
に
改
め
る
｡

附
則
艶
十
三
条
(
見
出
し
を
含
む
o
 
V
中
｢
鞄
和
五
ヰ
一
年
度
か
ら
飽
和
五
十
三
年
度
ま
で
｣
を
′
｢
晦
和

ち

五
十
四
年
監
か
す
的
和
五
十
六
年
度
1
i
で
｣
に
改
め
､
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
.
る
.
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一

　

　

　

　

　

　

三

上

　

　

昇

　

　

率

の

　

　

　

区

　

　

　

分

負

　

担

　

醜

　

蜜

　

拳

一

､

五

ノ

倍

以

下

　

の

も

の

l

'

O

　

五

1

　

五

　

倍

を

　

蔽

え

'

1

'

三

　

倍

以

下

の

　

も

の

三
　
倍
を
　
超
え
　
る
　
も

附
則
象
十
五
条
の
見
出
し
を
｢
(
準
則
土
地
保
i
S
L
枕
の
.
,
 
i
i
S
税
の
特
例
)
｣
ノ
把
改
め
､

同
条
中
｢
薗
和
五
十

l
年
度
か
ら
恥
和
五
十
三
年
岸
ま
で
｣
を
｢
鞄
和
五
十
凶
年
虚
か
ら
胎
動
五
十
六
年
艶
ま
で
｣
陀
改
め
､
同

条
に
次
の
7
萌
を
加
え
､
同
条
を
附
則
飴
十
五
条
の
二
と
す
る
.

r
q
　
法
附
則
舞
三
十
7
条
の
三
舞
二
項
又
紘
爵
三
韻
の
放
定
の
通
用
が
あ
る
土
地
に
係
る
衝
動
土
地
保
有
税

に
つ
S
て
は
､
鞄
首
三
十
七
条
象
7
号
(
前
嶺
の
規
定
に
ょ
勿
観
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
板
倉
を
含
む
｡
)

又
は
撃
毒
中
｢
経
除
し
た
短
｣
と
あ
る
の
は
､
｢
藤
除
し
た
艶
の
三
分
の
7
に
和
当
す
る
額
｣
と
す
る
｡

附
則
努
十
四
条
の
次
に
次
の
7
条
を
加
え
る
0

(
翫
替
規
定
)

舞
十
五
条
　
法
附
則
爵
三
十
一
条
の
二
親
一
塊
の
規
定
の
適
用
が
/
あ
る
土
地
に
係
る
範
別
土
地
保
有
税
に
つ

S
て
は
､
簸
至
二
十
六
集
中
｢
又
は
舞
五
百
八
十
七
栄
｣
と
あ
る
の
姓
､
r
f
艶
五
首
八
十
七
柴
又
蛙
法



汁

ー
附
則
第
三
十
1
.
条
の
二
｣
　
と
す
る
｡

附
則
飴
十
六
喪
中
｢
粕
刺
五
十
三
/
年
鑑
分
｣
を
｢
唯
郵
五
十
三
年
喪
か
ら
暗
和
五
十
五
年
度
ま
で
√
の
秦
年

鑑
分
｣
　
に
改
め
る
.

附
則
舞
十
六
条
の
二
舞
7
顔
中
｢
輪
郭
五
十
四
年
監
｣
を
｢
蝦
灘
五
十
九
年
鑑
｣
に
改
め
る
.

附
則
象
十
七
条
艶
一
塊
中
｢
)
√
陀
嘉
当
す
る
錬
税
長
期
譲
渡
所
額
金
銀
｣
を
｢
.
以
下
｢
課
税
長
敷
設
渡

所
得
金
致
｣
と
S
う
｡
)
｣
に
改
め
る
.

附
則
簸
十
七
条
の
次
に
次
の
　
7
　
栄
を
加
え
る
.

(
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
麹
渡
し
た
複
合
の
長
勘
.
謡
渡
所
衛
に
係
る
町
民
税
の
醸
税

の

特

例

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

/

(

雛
十
七
条
-
の
二
　
前
条
雛
1
頬
の
藤
倉
に
お
S
て
､
同
税
に
耕
定
す
る
.
譲
渡
執
鶴
の
基
凶
と
な
る
土
地
等
(

租
税
特
別
持
直
法
簸
三
十
一
条
掬
l
ノ
凝
忙
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
.
以
下
本
条
に
か
S
て
同
じ
.
)
　
の

/

鍵
渡
(
岡
項
に
規
定
す
る
蔽
渡
菅
S
う
.
以
下
本
条
に
お
S
で
同
じ
O
･
)
　
の
う
ち
に
､
飯
良
住
宅
地
等
の

㌔

た
め
の
.
I
i
]
S
蘭
(
法
附
則
飴
三
十
払
条
の
二
爵
一
轟
に
桓
定
す
る
酸
良
住
宅
地
串
の
た
め
の
警
抜
を
S
う
｡

以
下
本
壌
に
か
S
で
画
じ
.
)
　
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
前
条
飴
7
　
項
に
簸
定
す
る
議
渡
所
梅
に
依
る
醸
税

長
動
静
渡
所
循
金
敵
に
対
し
て
一
読
す
る
町
民
観
取
所
祷
割
の
敏
は
､
線
条
雛
7
現
飴
一
号
又
は
聖
1
号
の

ヽ

執
定
に
か
か
わ
t
S
t
ず
､
次
の
各
号
に
抱
け
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
診
各
号
に
定
め
る
金
蝕
に
相
当
す
る

ヽ

　

一

＼〃

i

.

叫

　

　

　

3

J
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ti, I,

一

　

　

　

　

　

　

言

額
と
す
る
｡

∫

1
　
前
年
中
の
前
条
飴
7
旗
に
観
定
す
る
譲
渡
所
碑
の
義
歯
と
な
る
払
渡
の
全
部
が
渡
良
住
宅
地
等
の
た

め
の
諌
渡
に
匪
当
す
る
板
倉
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
敬

イ
　
当
軟
鉄
税
長
期
訣
渡
所
棒
金
飴
が
凶
千
万
円
以
下
で
あ
る
廃
合
　
当
鼓
敵
税
長
奴
譲
渡
所
祷
金
飯

.
の
首
分
の
g
I
に
相
当
す
る
金
魚

～

ロ
　
当
診
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
魚
が
蝕
千
万
円
を
赴
え
る
壕
合
　
次
に
絡
げ
る
金
魚
の
合
計
数

a

:

　

首

六

十

万

円

　

　

　

　

　

　

　

　

　

/

拘
　
当
教
練
税
長
期
簸
渡
所
樽
金
額
の
二
分
の
l
に
布
当
す
る
金
額
と
当
露
年
生
分
の
課
税
総
所
得

金
敬
七
の
合
計
額
を
当
落
課
税
総
所
得
金
額
と
み
夜
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
亀
か
ら
､

二
千
万
円
と
当
酸
年
度
分
の
酸
税
総
所
得
金
散
と
の
合
計
額
を
当
鼓
訣
祝
総
所
得
金
魚
と
み
夜
し

て
計
算
し
た
場
合
の
所
樽
割
の
観
を
控
除
も
た
金
額

二
　
前
年
中
の
前
条
簸
7
萌
に
規
定
す
る
議
渡
所
樽
の
姦
歯
と
な
る
鼓
渡
の
7
艶
が
僚
良
住
宅
地
等
の
た

め
の
譲
渡
に
款
当
す
る
場
合
　
次
に
捧
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

イ
　
当
詠
課
税
長
期
譲
渡
所
栂
金
額
の
う
ち
融
年
中
の
融
条
簸
て
韻
の
蕗
渡
所
額
の
姦
凶
と
な
る
払
渡

で
鍵
良
住
宅
地
等
め
た
め
の
轟
渡
以
外
の
も
の
に
依
る
取
分
の
金
執
(
以
下
本
号
に
お
S
で
〓
般

ノ

ノ
ー
フ
-
､



ら

＼

森
税
長
船
誘
渡
所
棒
金
観
｣
と
1
う
.
)
が
二
千
万
円
以
下
で
/
 
､
か
つ
､
当
撃
秩
税
長
期
譲
渡
所
得

金
額
の
う
ち
当
該
健
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
鼓
渡
把
係
る
取
分
の
金
額
(
以
下
本
号
に
お
い
て
｢
特

定
鉄
税
長
野
辞
渡
所
栂
金
森
｣
と
い
う
.
)
が
蝕
千
万
円
か
ら
当
該
一
般
鉄
税
長
勘
譲
渡
所
得
金
額

を
擦
除
し
た
金
額
以
下
で
あ
る
場
合
　
当
熟
練
税
長
如
諌
渡
所
棒
金
敏
の
青
身
の
凶
に
相
当
す
る
金
額

当
許
練
税
長
期
詳
渡
所
得
金
敷
の
う
ち
7
鍛
鉄
税
長
期
鼓
渡
所
簿
金
額
が
二
千
万
円
を
赴
え
る
場

合
又
は
当
款
鋲
税
長
野
謎
渡
祈
祷
金
敷
の
ー
ぅ
ち
7
奴
詠
税
長
鄭
譲
渡
所
棒
金
観
が
二
千
万
円
以
下
で

特
定
課
税
長
野
譲
渡
所
祷
金
魚
か
g
I
千
万
円
か
ら
当
該
7
般
諦
観
長
船
.
諺
酪
所
鞄
金
亀
を
蕗
除
し
た

金
魚
を
適
え
る
廃
合
の
S
ず
れ
か
に
.
酵
当
す
る
壕
合
　
次
に
掲
げ
る
金
鞍
の
合
計
亀

榊
　
l
般
詠
税
長
野
鋲
渡
所
樽
金
魚
(
当
款
一
般
詠
観
長
勧
誘
政
所
衛
金
鞍
が
二
千
万
円
を
鹿
え
る

場
合
に
誓
二
千
万
円
.
以
下
本
号
に
か
い
て
｢
7
触
比
例
簸
税
金
鞄
｣
と
S
う
.
)
と
特
定
鋲

税
長
野
談
渡
所
碑
金
額
(
当
款
特
定
錬
税
長
野
詳
渡
所
棒
金
観
が
幽
千
万
円
か
ら
当
鼓
7
般
比
例

′

詠
税
金
観
を
換
除
し
た
金
敏
を
適
え
る
場
合
に
は
､
当
落
控
除
後
の
金
象
に
相
当
す
る
金
取
｡
以

下
本
号
に
か
S
て
｢
特
定
此
例
説
税
金
讐
と
い
う
.
)
と
の
合
計
故
の
盲
分
の
凶
に
相
当
す
る

金
換

拘
　
f
野
説
税
長
如
譲
渡
所
棒
金
態
の
凶
分
の
三
に
相
当
す
る
金
額
と
特
定
詠
税
長
如
譲
渡
所
得
金

■
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ヽ

1

額
の
二
分
の
T
に
相
当
す
る
金
額
と
の
合
計
額
に
当
該
年
度
分
の
醜
税
紐
所
祷
金
飴
を
加
算
し
た

･
金
魚
を
当
評
決
税
総
所
棒
金
節
と
み
な
し
て
計
製
し
た
場
合
の
新
橋
割
の
敏
か
ら
､
f
般
比
例
殊

税
金
敵
の
四
分
の
三
に
準
当
す
る
金
敬
と
特
定
比
例
決
税
金
役
の
二
分
の
一
に
柚
当
す
る
金
静
と

の
合
計
飯
に
当
隊
年
度
分
の
課
税
総
所
祷
金
歓
を
加
簸
し
た
金
散
を
当
琴
課
税
総
所
徳
金
韓
と
み

夜
し
て
酎
算
し
た
壌
合
の
所
得
割
の
額
骨
睦
陳
し
液
金
魚

､
 
E
q
　
前
項
の
規
定
は
､
軌
条
象
7
項
の
場
合
に
お
S
l
て
､
同
韻
に
規
定
す
る
譲
渡
所
樽
の
基
凶
と
怒
る
土
地

等
の
譲
渡
の
う
ち
に
確
定
館
長
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
(
法
附
則
弟
三
十
凶
栄
の
二
親
二
項
に

規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
鼓
渡
を
S
う
｡
以
下
本
額
に
お
い
て
同
じ
O
)
に
鼓
当

す
る
も
の
が
あ
る
と
き
陀
お
け
る
前
条
簸
7
鵜
に
穎
定
す
る
.
%
政
所
樽
に
係
る
課
税
長
野
鼓
渡
所
裾
金
静

に
対
し
て
.
掛
す
る
町
民
税
の
所
得
割
に
つ
S
て
準
用
す
る
.
こ
の
廃
合
に
か
い
て
､
筆
談
執
政
が
法
附
則

爵
三
十
四
条
の
二
舞
六
萌
の
規
定
疫
静
当
す
る
こ
と
と
恵
一
る
廃
合
に
お
S
て
は
､
当
該
譲
渡
は
確
定
優
良

住
宅
地
等
や
定
姐
の
た
め
の
鼓
傍
で
妓
を
か
つ
た
も
の
と
み
を
す
0

㌧

附

　

則

(
施
行
掛
目
)

ヽ

鈴
l
条
　
こ
の
条
例
姓
､
和
知
五
十
路
年
､
四
月
.
7
日
か
ら
殆
行
す
る
｡
た
だ
し
､
三
執
町
税
条
例
附
則
幾
十

T



■■

A

七
条
及
び
務
十
七
条
の
二
の
改
正
鹿
足
誓
栂
和
五
十
五
年
凶
月
7
日
か
ら
縛
行
す
る
｡

(
町
民
税
に
馳
す
る
経
過
持
直
)

撃
妄
　
改
正
後
の
三
敏
昭
税
条
例
(
以
下
｢
新
栄
例
｣
と
S
う
｡
)
撃
7
+
担
粂
塑
壷
の
顛
定
は
､
飽

和
五
十
幽
年
度
分
の
傭
人
の
町
民
税
か
ら
適
廃
し
､
鞄
和
五
十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
陀
つ
S

て
は
'
を
か
従
前
の
例
に
よ
る
O

T
l
　
新
条
例
附
則
鼻
十
七
条
の
二
の
敷
定
聖
職
和
五
十
五
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
か
ら
適
用
し
､
職
和

五
十
四
年
鑑
分
ま
で
の
他
人
の
町
民
税
に
つ
S
て
は
､
夜
か
従
前
の
仇
に
ょ
る
0

(
歯
定
食
藩
税
に
馳
す
る
杜
過
繕
鹿
)

撃
二
条
　
新
条
例
の
簸
定
中
歯
定
資
産
税
に
塵
す
る
熟
分
は
､
略
和
五
十
四
年
度
分
の
鼠
定
盤
奮
税
か
ら
適

用
し
､
鞄
和
五
十
三
年
駄
弁
ま
で
の
執
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
､
夜
か
従
前
の
例
に
よ
る
｡

(
態
自
動
重
税
に
馳
す
る
経
過
籍
鹿
)

飴
四
条
　
新
条
例
飴
八
十
二
条
の
放
定
性
､
鞄
和
五
十
甲
年
良
分
の
.
髄
自
動
草
枕
か
ら
適
用
も
↓
職
和
五
十

三
年
度
分
､
1
ま
で
の
顧
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
へ
を
か
従
前
の
例
に
ょ
る
｡

(
特
別
土
地
保
有
税
に
馳
す
る
経
過
拝
観
)

貌
五
条
　
新
条
例
附
則
簸
十
五
条
の
二
竺
損
の
娩
定
は
､
職
和
五
十
凶
年
乾
分
の
土
地
に
対
し
て
訣
す
る

特
別
土
地
保
有
税
か
ら
適
用
し
､
鞄
和
五
1
三
年
度
分
ま
で
.
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税

に
つ
S
て
は
､
を
か
従
前
の
例
咋
よ
る
.

｢


